
１期処分場

２期予定地

３期予定地

管理用地

排水処理施設排水処理施設排水処理施設排水処理施設

自県（圏）内処理を基本として、長期間安定して本県産業の発展や災害対応に貢献できる施設を整備する

産 業 廃 棄 物 最 終 処 分 場 整 備 基 本 方 針 の 概 要

1. 県境不法投棄事件を教訓に、自県（圏）内処理や循
環型地域社会構築のために３条例を制定

2. 民間のモデルになる「いわてクリーンセンター」を県
関与で整備

3. 県内の管理型処分場は実質的に「いわてクリーンセ
ンター」のみ

4. 東日本大震災による災害廃棄物や放射能の影響で
埋立期間が4年ほど短縮

5. 用地選定・環境影響調査・建設に最低でも８年必要

背景背景背景背景

1. 自県（圏）内処理を堅持
2. 処理対象産業廃棄物
現在いわてクリーンセンターで対象としている廃石
膏ボード、燃え殻、ばいじん、汚泥を想定

3. 災害廃棄物の処理も考慮

処理対象物の考え方処理対象物の考え方処理対象物の考え方処理対象物の考え方

基本的考え方基本的考え方基本的考え方基本的考え方

1. 埋立容量

①平成32年度の埋立量を年間４万４千トンと予測
②最低限15年分の容量66万m3が必要
③災害や経済状況の変化には拡張工事で対応
④処分場を複数期分建設できる用地を確保

2. 候補地選定範囲
全県を対象

3. 候補地選定方法
①コンサルタントに適地選定委託
②市町村へ適地推薦依頼
③外部有識者による委員会で候補地を絞り込む

4. 付帯設備
焼却施設などの付帯施設は当面は不要、必要性に
ついて将来検討

5. 運営主体
①公共関与を前提に事業方式を早急に決定
②運営主体もなるべく早期に確定

いわてクリーンセンター（Ｈ７～）

モデル的処理施設モデル的処理施設モデル的処理施設モデル的処理施設

処分場+焼却炉+温水利用施設

２期で計120万m3・50年計画

財団法人が建設・運営

いわて第２クリーンセンター（Ｈ２０～）

循環型モデル施設循環型モデル施設循環型モデル施設循環型モデル施設

焼却炉のみ

ＰＦＩで建設・運営

次期処分場（Ｈ３３～）次期処分場（Ｈ３３～）次期処分場（Ｈ３３～）次期処分場（Ｈ３３～）

1111期分（期分（期分（期分（66万万万万m3 （（（（15年））年））年））年））××××複数期複数期複数期複数期

需要増や災害に増設で対応需要増や災害に増設で対応需要増や災害に増設で対応需要増や災害に増設で対応

早急に事業方式・運営主体を決定早急に事業方式・運営主体を決定早急に事業方式・運営主体を決定早急に事業方式・運営主体を決定

次期処分場イメージ図次期処分場イメージ図次期処分場イメージ図次期処分場イメージ図

県関与施設県関与施設県関与施設県関与施設
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実施設計

建設工事

供用開始

住民説明・地元了解

基本計画

用地測量

用地取得交渉

環境影響評価

基本方針策定

市町村協議

候補地調査

整備候補地選定委員会

事業方式・主体検討

候補地決定（複数⇒1）

33

基本方針検討委員会

項　　　　　目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 27 28 29 30 31 32
スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール


